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市民部健康保険課

議案第65号

盛岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

1改定の趣旨

給与等の支払いを受けている新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対し，傷病手

当金を支給しようとするものである。
ー

2改正の内容

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第58条第2項に基づき，傷病手当金の支給に必要な

要件を規定する。

(1) 対象者

給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者のうち，新型コロナウイルス感染症に感

染した者又は発熱等の症状があり感染が疑われる者

(2) 支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に服するこ

とができない期間のうち労務に服することを予定していた日

(3) 支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除して得た金額の3分の2の額(※）

に支給対象となる日数を乗じた額

※健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分

の1に相当する額の3分の2に相当する額を上限とする。

(4)適用期間

上記(2)の支給対象となる日が，令和2年1月1日から規則で定める日 （令和2年9月30日

の予定）までの間に属し，療養のため労務に服することができない期間（入院が継続する場合

は，最長1年6月)。b

＝

3施行期日

公布の日

4その他

後期高齢者医療に係る傷病手当金については,岩手県後期高齢者医療広域連合の条例改正後に，
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専決処分により盛岡市後期高齢者医療に関する条例第2条｢市において行う事務」の中に当該支

給事務を加える改正を予定している。
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盛岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表

‐
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改正後 改正前
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【附則第2項】盛岡市国民健康保険出産費資金貸付基金条例新旧対照表

ウ
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第7 条から第12条まで

附則略

略

改正後 改正前

○盛岡市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

改正略

平成13年3月29日条例第12号

令和2年-月三日条例察号

盛岡市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

第1条及び第2条略

(貸付対象）

第3条資金は，市が行う国民健康保険の被保険者（以下「被保険者」 とい

う。 ）で次の各号のいずれかに該当するものの属する世帯の世帯主（出産

育児一時金(盛岡市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)露3桑の規
定により支給される出産育児一時金をいう。以下同じ。 ）の支給を受ける

ことが見込まれる世捨主に限る。 ）に対して貸し付けるものとする。

（1） 出産予定日の1月前の日 （同日前に出産した者にあっては，当該出

産した日）から出生の届出の日その他の規則で定める日までの問にある

者

（2） 妊娠4月から出産予定日の1月前の日の前日までの間にある者（同

日以前に出産した者を除く。 〉で，出産に要する費用について医療機関

等（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第36条第3項に規定する保

険医療機関若しくは保険薬局又は保健師助産師看護師法（昭和23年法律

第203号）第3条に規定する助産師をいう。 ）から舗求を受け，又は当該

謂求を受けた費用を支払ったもの

第4条から第10条まで略

附則 略
ろﾏﾛ 己､‐･房 . ÷

購圭雛望‘釜議謬年築侭第嗜碁)÷ミ
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○盛岡市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

改正略

平成13年3月29日条例第12号

盛岡市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

第1条及び第2条略

(貸付対象）

第3条資金は，市が行う国民健康保険の被保険者（以下「被保険者」とい

う。 ）で次の各号のいずれかに該当するものの属する世帯の世帯主（出産
ふい西 圭. 七 5毛

育児一時金(盛岡市国民健康保険条例（昭和34年条例第8号)蕊5桑の規
定により支給される出産育児一時金をいう。以下同じ。 ）の支給を受ける

ことが見込まれる世帯主に限る． ）に対して貸し付けるものとする。

（1） 出産予定日の1月前の日 （同日前に出産した者にあっては， 当該出

産した日）から出生の届出の日その他の規則で定める日までの問にある

者

（2） 妊娠4月から出産予定日の1月前の日の前日までの間にある者（同

日以前に出産した者を除く。 ）で，出産に要する費用について医療機関

等（国民健康保険法（昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保

険医療機関若しくは保険薬局又は保健師助産師看謹師法（昭和23年法律

第203号）第3条に規定する助産師をいう。 ）から謂求を受け，又は当該

舗求を受けた費用を支払ったもの

第4条から第10条まで略

附則 略



財政部市民税課

資産税課

市民部健康保険課

議案第66号

専決処分につき承認を求めることについて（盛岡市市税条例の一部を改正する条例）

1改正の趣旨

第201回通常国会において「地方税法等の一部を改正する法律案」が，可決，成立し公布され

たことに伴い，盛岡市市税条例の一部を改正する必要が生じたことから，地方自治法（昭和22年

法律第67号）第179条第1項の規定に基づく専決処分により改正したものである。

‐

2改正の内容

(1) 個人市民税関係

ア令和3年度から寡夫及び単身児童扶養者（ひとり親）に対しても特別寡婦と同一要件によ

る30万円の所得控除が予定されていることから，給与所得者及び年間所得が38万円以上とな

る公的年金等受給者が毎年最初の給与等の支給を受ける前日までに提出することとされてい

る「扶養親族申告書」において，単身児童扶養者である場合に記載する欄の記入を要しない

こととする。

イ肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の期限を3年延長し令和6年度ま

でとする。

ウ優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の

特例の期限を3年延長し令和5年度までとする。

エその他法令等の改正に伴う引用条項の整備等を行う。

(2) 固定資産税・都市計画税関係

ア日本郵便株式会社が所有する固定資産のうち日本郵政公社から承継された固定資産に係る

課税標準の特例措置廃止に伴い条項を改める。

イ地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例）について

（ｱ） 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例について，対象となる装置等の見

直し（有機溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭利用吸着式処理装置の適

用対象の除外等）により条項を改める。

（ｲ） 再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例について，対象となる

発電設備（出力5,000kw以上の水力発電設備）の特例割合を3分の2から4分の3に改め

る。

一
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ウその他法令等の改正に伴う引用条項の整備等を行う。

(3) 市たばこ税関係

輸出等にかかる市たばこ税の課税免除の適用について， 申告書への課税免除事由に該当する

ことを証する添付書類を不要とする等，手続きの簡素化を行う。

(4) 国民健康保険税関係 、

ア基礎課税額に係る課税限度額を現行の61万円から63万円に引き上げる。

介護納付金課税額に係る課税限度額を現行の16万円から17万円に引き上げる｡

後期高齢者支援金等課税額については，現行のまま据え置きとなる。

イ低所得者に対する保険税軽減の対象世帯を拡大する。 ’
1

前年の所得が基準以下の世帯に対しては，均等割額と平等割額が軽減される。

3施行期日

令和2年4月1日

ザ

－6－

区分 、 改正前 改正後

基礎課税額（医療給付費等課税額） 61万円 63万円

後期高齢者支援金等課税額 19万円 変更なし

介護納付金課税額 16万円 17万円

区分 改正前 ・ 改正後

7割軽減 33万円 変更なし

5割軽減 33万円十28万円×被保険者数 33万円十28.5万円

｡

×被保険者数

2割軽減 33万円十51万円×被保険者数 33万円十里互巴×被保険者数



盛岡市市税条例の一部を改正する条例新旧対照表

目
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(個人の市民樹

18条の2の3

申告害を提出し
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改正後 改正前

改正後 改正前
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改正後 改正前

改正後 改正前



前項の場合において，法人が法第321条の8第1項，第2項，第4項又は

篇19項の申告書を提出した日 （当該申告番がその提出期限前に提出された

場合には， 当該申告番の提出期限）の翌日から1年を経過する日後に同条

窮22項の申告書を提出したときは，詐偽その他不正の行為により市民税を

免れた法人が法第321条のll第1項又は第3項の規定による更正があるべ

きことを予知して当核申告書を提出した場合を除き，当該1年を経過する

日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第23項の規定の適用

航ある場合において，当該申告書がその提出期限前に提出されたときは，

当該申告番の提出期限）までの期間は，延滞金の計算の基礎となる期間力：

ら控除する。

第5項の場合において，法第321条の8第22項の申告啓(以下この項にお

いて『修正申告書」という。 ）の提出があったとき（当該修正申告書に係

る市民税について同条第1項，第2項，第4項又は第19項の申告書（以下

この項において「当初申告書」 という。 ）が提出されており，かつ，当診

当初申告番の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類する

ものを含む。以下この項において「減額更正」という。 ）があった後に，

当該修正申告智が提出されたときに限る。 ）は， 当該修正申告書の提出に

より納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当す石

税額を含む。 ）に達するまでの部分に相当する税額に限る。 ）については，

前項の規定にかかわらず，次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により

市民徴を免れた法人が法第321条の11第1項若しくは第3項の規定によ届

更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は施術

令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては．第1号に掲げる掬

間に限る。 ）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

（1） 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日 （そ

の日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には，当咳納掬

眼）の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

ー

~
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改正後 ． 改正前

改正後 改正前



当該に度年業事結連の人法該当Ｉ間期定算の準標税課の
、
１
ノこ

じ同一培いお戸」

蕊
第10項の内国法人が，電気通信回課の故障，災害そ範

方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困鴬

る場合で，かつ，同項の規定を適用しないで納税申告櫓

できると認められる場合において，同項の規定を適用L

を提出することについて市長の承認を受けたときは，旅

内に行う同項の申告については．前3項の規定は，適斤
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が，電気通信回緑の故I軍，災害その他の理庄

屑報処理組織を使用することが困難であると

項の規定を適用しないで納税申告書を提出す

烏合において，同項の規定を適用しないで綿

,､て市長の承認を受けたときは，市長が指定

|こついては，前3項の規定は，適用しない。

申請番を同項に規定する納税地の所轄税務男

〃
Ｆ
幻

宋
固
条

一
。
〃
く
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鵜
蕊
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改正後 改正前

改正後 改正前



和22年法律第87号）第52条，相続税法（昭和25年法律第73号）第41条

妻得種法の一部を改正する法律（昭和26年法律第63号）による改正前の

税法第57条の4，戦時補償特別措置法（昭和21年法律第38号）第23条

くは財壷税法（昭和21年法律第52号）第56条の規定によって国が収納した

鰹地については．買収し、又は収納した日から国が当該士地又は農地を他

くは財産税法（昭和21年法律第52号）第56条の規定によって国が収納した

鰹地については．貿収し．又は収納Lた日から園が当該士地又は腿地を他

一

廷する日までの俄

眠春評鐙に所有者

蕊
唆し，てのBT有殖刀

をもって，その日穆

系円キーがの開【す尋

一
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改正後 改正前

改正後 改正前



采”湯の望で疋め勺ものを言む． ）であって，家璽の所有者以外の者がそ

の事業の用に供するため取り付けたものであり，かつ，当該家屋に付合し

た二とにより家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この項にお

いて「特定附帯設備」 という。 ）については,当該取り付けた者の事業の

用に供することができる資産である場合に限り，当該取り付けた者をもっ

て第1項の所有者とみなし，当蕨特定附帯設鯆のうち家屋に属する部分は

家屋以外の資産とみなして固定資産税を媒する。

46条の2から第50条まで略

（固定資産税の課税標準）

51条基遮年度（昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算し

て3年度又は3の倍数を経過するごとの年度をいう。以下同じ。 ）に係る

賦課期日に所在する土地又は家屋（以下「基準年度の土地又は家屋」 とい

う。 ）に対して課する基塑年度の固定資産税の課税標迩は，当

家屋の基準年度に係る賦際期日における価格（以下「基迩年度

いう。 ）で土地諜税台根若しくは土地補充課税台根（以下「土

筆という。 ）又は家屋課税台摂若しくは家屋補充課税台帳（

課税台帳等」 という， ）に登録されたものとする。

基準年度の土地又は家屋に対して操する第2年度（基遜年度

いう。以下同じc )の固定資産税の課税標準は，当該土地又は

基地年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地謀

は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし，基箪年度

家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において次の各

事情があるため，基準年度の固定資産税の課税標鵡の基礎とな

よることが不適当であるか，又は市内を通じて固定資産税の課

均衡を失すると市長が認める場合においては，当該土地又は家

藻する第2年度の固定資産税の課税標箪は，当該土地又は家屋

土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台鰻
喫蒋合幅婆に春録され弁＃､の上する_

＆

（1） 地目の変換，家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事憎

（2） 町村の区域の全舗若しくは一部の区域の編入

基箪年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2竿度の翌年度(昭

和33年度を除く。 ）をいう。以下同じ。 ）の固定資産税の課税標単は， 当

咳土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価

搭（第2年度において前項ただし書に掲げる事情があったため同項ただし

番の規定によって当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税

の課税標準とされた価格がある場合においては，当咳価格とする。以下こ

の項において同じ。 ）で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された

ものとする。ただし，基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資

産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため，基錨年度の固

定資産税の課税標遡の基礎となった価格によることが不適当であるか又は

市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合

においては，当該土地又は家屋に対して謀する第3年度の固定資産税の醗

税標準は，当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基鎚年度の価格に

比迦する価格で士地課税台慢等又は家屋課税台帳等に登録されたものとす

３
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改正後 改正前

改正後 改正前
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f適用ずるさ

JL 第16条の ,
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〆
側
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″

販
該
多

売
当
地

小

盛

4■

首【以卜この閏

前月の初日から

との課税標準た

いう。 ）及び当

により免除を受

製造たばこに傍

うとする場合に

亜溢輕か露誌

しノーi傘－瀝江手百m1．J ヲロ、

う。 ）は，毎月末日までに

等に係る製造たばこの品目

において「課税標迦数盆」

こ税額，第88条第1項の芳

同項の適用を受けようとす

項の規定により控除を受け

うとするたばこ税額その伯
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改正後 改正前

改正後 改正前
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I
踏出し，及びその申告に修

寸書によって納付しなけオ
ﾟ L q ﾏｰ

ま，第88条第8壇に規定可
D品目ごとの数鮭につい了

ろ審鐙か添付しなければえ

地1~丁湿貝1J弟勘坐君UJ乙膏

る税金を施行規則第齪

ぱならないニ この場合

る番類及び次条第1事
の明細非罷識i－か締稿

行規則第34号の2様式による申告名

税金を施行規則第34号の2の5様式

ならない。この場合において,当膨

欝類及び次条第1項の返還に係る蟹
明細を配趙Lた愉行窺目11篭16号の局

瞳巾垂i己髭出し，及び七の甲告i1

lこよる納付書によって納付しな$

申謂書には,瓢条第葺項に規ズ
造たばこの品目ごとの数盆にっ↓

饒式に上る霧箱存添付したけれ'，

き〃〕ワ〃

2 疹第473条第2項の規定による総器

が申告納税者である場合には，前項《

こ提出すべき申告書の提出期限は, I

る区分に応じ，同表の右欄に掲げる」

告番の提出期限と同一の期限とする。

上る申告霧は．施行甥副篭34号の2《

て塵の宿足を堂けた卸売販売

俔定によって次表の左欄に提

頁の規定にかかわらず，同桐

と同項の規定によって提出す

この場合において． この項の

法第473条第2項の規定によ

が申告納税者である場合には，

に提出すぺき申告書の提出期彫

る区分lこ応じ，同表の右欄に掲

告書の提出期限と同一の期限と

よる申告番は．歳行類且11篭34号

E湧大塵の宿定を受けメ

頁の規定によって次表、

同項の規定にかかわ‘

弓月に同項の銅声に上学

, 1司欄に褐け

堤出すべき申

禿〕百の相予言1戸

の
③
△
釜
戸
、

期限。第93条第2項に

散に応じ， 当該税額に

期間又はその日の翌E

パーセント)の割合を

縢行鍔目II"34号の21

司じ･ ）の翌日から納付の日までの期間0

パーセント （修正申告書を提出した日ま弓

月を経過する日までの期間については,年

卜算した金額に相当する証滞金額を加宜し

明限。第93条第2項i:

験に応じ， 当該税額に

期間又はその日の翌E

パーセント）の割合を

浦行類別篭34号の21

|じ。 ）の翌日から納付の日までの期間のE

'一セント （修正申告書を提出した日までα

を経過する日までの期間については,年7. ：

章した金額に相当する延滞金額を加算して，

トス錨ｲ胃f･露2－トー､-r麺とHチハl＋約1苧チハ僅尭

塙91条から第131条まで賂

（都市計画税の納税義務者；

W132条都市計画税は,都市

画整理法に基づいて行う土

市計画法第5条の規定によ

法第7条第1項に規定十る

その価格を課税標準として

2前項の「価格」 とは，当｜

なるべき価格(法蕊"9錘
惹蕊26魂蕊2類漆ぢ露

ける土地又は家屋にあって

乗じて得た額）をいい，前

間走査産護について法第341

鄙而諦画唾菜又は土地

る費用に充てるため，

惜定された区域のうち

る土地及び家屋に対し

訴有者に課する。

固定資産税の課税標箪

塞言錘f漬溌も第23頓

購語項の規定の適用を

れ当該各項に定める率

当該土地又は家屋に係

;れマ叶所者署ルユ&か

T画法#と全乙

也区画整理頚

]都市計画区

庁街化区域広

当該土地又

賞土地又は家

蕊9種織
頤漢惹蕊

土，その価格

目の「所有者
垂？－ぜI.、一石

團用を受ける土地に対し

にかかわらず，当咳土地

分の2の額とする。

薗用を受ける土地に対し

項の規定にかかわらず，

而嬉の3分の1の額と十

a法弟349条の3の2第1項の規定α

市計画税の課税標迦は，第1項の規両

計画税の課税標迩となるべき価格のを

4法第349条の3の2第2項の規定矼

市計画税の課税標箪は，第1項及び月

係る都市計画税の課漢標準となるべき

晴133条から第138条まで略

（保険税の誤穫額）

号弟349条の3の

卜画税の課税標準

i税の課税標準と

胃第349条の3の

卜画税の畷税標準

,都市計画税の諜

条から第138条ま

:険税の課税額）

L】貝の規疋α

篤1項の規涌

ぺき価格のf

2項の規定α

菊1項及び屑

醐しか系べ皇

囚用を堂ける土地f二対して謀ずる郡

にかかわらず，当骸土地に係る都市

分の2の額とする。

薗用を受ける土地に対して裸する都
項の規定にかかわらず， 当該土地に

価格の3分の1の額とする

－14－

改正後 改正前

1月及び2月 3月

4月及び5月 6月

7月及び8月 9月

10月及び11月 12月

1月及び2月 3月

4月及び5月 6月

7月.及び8月 9月

10月及び11月 12月

改正後 改正前

蕊紺填 曽蕊慧愈



罹険祝の課祝額は,世帝王及びその世押

つき箆定した次に掲げる額の合算額と

し
初
罰
睡
Ｉ
保
者
康
麺
率
爾
国

蜂
輻

唱
屡鞭

帝
と

世
額

の
範

子
』
今
回

び
の

及
額

主
ろ

帯
げ

ｆ
一
屯
蚤

勺

明高齢者支援金等課税額は，世帯主（刑条第2項に規

， ）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

頃並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

当該合算額が19万円を超える場合においては，後期高
’＋ 1，＝rnし÷又

稜
く
瀞
‐
症

の
除
得
し
税

言
を
所
だ
誤

乙
主
た
た
等

弟
帯
し
。
全

損
世
定
る
擢

１
る
算
す
支

弟
す
き
と
者

定
つ
額
齢

３詞
削
Ｈ
剖
到
創
州
ｌ

雁
者
合
期

唄
険
の
後

ｚ
保
額
‐

弟
被
割
は

采
の
等
て

則
険
平
い

く
保
別
お

王
康
帯
に

帝
健
世
合

世
民
び
場

隅
廻
錘
誼

韻
す
割
超

祝
属
等
を

県
匡
均
可

項第3号の介護納付金課税額は，介護納付金課税被保険者である

前条第2項に規定する世帯主を除く。 ）及びその世帯に属する介

操税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及

平等割の合算額とする。ただし，当該合算額が17万円を超える場

ては，介護納付金課税額は， 17万円とする。
愈ら第146条の10まで賂

脱の減額）

次の各号に掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税の

39条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して

当咳減額して得た額が63万円を超える場合には, §3万円) ,同条
文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額し

（当該減額して得た額が19万円を超える場合には， 19万円）並び

4項本文の介護納付金課税額からオ及び力に掲げる額を減額して
字L

当該減額して得た額が17万円を超える場合には． 17万円）の合算

第1項第3号の介迩納付金課税額は，

勝主（前条第2項に規定する世帯主を除

的付金課税被保険者につき算定した所得

世帯別平等割の合算額とする。ただし，

|こおいては，介謨納付金諜税額は， 』亜
l40条から第146条の10まで略

（保険税の減額）

147条次の各号に掲げる保険税の納税

|ま,第l39条第2項本文の基礎課税額から

た額（当骸減額して得た額が61万巴を超
3項本文の後期高齢者支援金等課税額か

得た額（当該減額して得た額が19万円を

司条第4項本文の介護納付金諜税額から

た額（当該減額して得た額が16万円を耀

介謹納付金課税被保

く。 ）及びその世淵

割額並びに被保険者

当該合算額が16万円

召とする。

奉
認

§の5に規電

鞍い世帯に僧

呆険の被保圃

規定する世＃

果践の綾保倒

医弟703

万円を超ジ

国民健層

条第2項l

園民憾E

頁被保険者(第1｛

､て 1万5,400円

汝に掲げる舟癖

分に応じ，それぞれに定める静

．） 特定世帯及び特定継続世淵

5,730円

'） 特定世帯 1世帯について

'） 特定継続世帯1世帯にこ

国民健康保険の被保険者に係る

均等割額被保険者（第138条；

について4-340円

厚） 特定世帯股

5，730円

'）特定世帯

'） 特定継続世

国民健索保険砿

均等割額披街

H

万2,548円

;者支援金等課税額の被保険

詞宗十る紙幣士葬除く‐ ） 1

,醜8円

E援金等諜税額の被保険
÷ス播拳土圭睦ぞ 、，’

－15－

改正後 改正前

改正後 改正前



》
咽
》
》
一
い
咽
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咽
》

唾
銅
ｊ
師

平
け
４
ｍ
吻
介
癖
挫
介
蝉
法
祁
吹

エ

オ
力
”
認
算

鋤岡齢者支震金等耐

応じ，それぞれに冗

睦じI外〃》+H･麩 1 ．

昆韻の世帝毘

〕る額

蜂オーヘ1． 、更

2,485門

,､て3,728円

陵保険者均等割額介護納付金課甜

･ろ世鋳聿葬除く‐ ） 1人について

国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額被保険者(第138

条第2項に規定する世帯主を除く。 ） 1人について 1万1,000円

国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額次に掲げる世帯の

区分に応じ，それぞれに定める額

(ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯1世帯について 1万

1,950円

(イ） 特定世帯1世帯について5,975円

(ウ） 特定継続世帯1世帯について8,963円

国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

昔均等割額被保険者(第138条第2項に規定する世帯主を除く。 ） 1

人について3,100円

国民健康保険の被保険者に係る後期商齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額次に掲;fろ世帯の区分に応じ．それぞれに定める額

国民健図

条第2項卜

園民絃胚

系る被保険者均等割額被保険者(第13

簾く° ） 1人について 1万1,000円

係る世帯別平篝割額次に掲げる世祷り

‘グノ 狩疋嘩術及び狩疋稚凝世淵

1,950円

iイ） 特定世帯1世帯について

Iウ） 特定継続世帯1世帯に七

国民健康保険の被保険者に係愚

旨均等割額被保険者(第138条；

kについて3,100円

国民健康保険の被保険者に係愚

匡等割額次に掲げる世播の区劣

i,975円

て 8,963円

朝高齢者支援金等課税額の被保険

垣に銅京するHl･轄士券除く‐ 1 1
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改正後 改正前

改正後 改正前
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条第2項；
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条第2項第

法附目11鶴寺【江． Zう十@

型
軸

伝耐則蕊15条第30項第1牙口に規定する殴慨

今I士． 3令の2上する‐

定
定
定
定

規
規
規
規

一
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一
」
芦
」
壱
」

一
■
２
■
■
８
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定
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規
規
ゞ

に
に
に
に

号
号
号
号
畳

司
司
司
司
》
司

L疹甑則弟亜乗弟30現第1琴公に規定する鼓燗

合は， 3分の2とする。
．』 .． ．？ ー ’ “胃房学． 畠､矛， . -.コ 胃･~皀・ず、 ・ 三

L法隙則第15条第30項第1号二に規定する設備

合は， 3分の2とする。

息法臨則第15条第Sm第2碁イに規定する設備

合は， 4分の3とする。

L法隙則錘5条露3画第2号ロに規定する設備
合は， 4分の3とする。

L舞踊則蕊謹嬉3噸瞬碁ﾊに短定する設備

霊識織猟に規定する設備

合は， 2分の1とする。
｡ . ‘ 『 ･ 画ﾐ ｰ . - 二 ﾋ 』 二 一 - . - 号

1法耐劉嘩15条第30項第3号ﾛに規定する設側
合は． 2分の1とする‐

侭
同

規
規

吃
卜
》
卜

号
号

同
同

一
」
一
．
こ

い
い

つ
つ

に
に

鰯
備

鼓
設

る
る
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す

足
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規
規

に
に

一
一
Ｊ
一
》

法
は
法
は

今
ロ
今
［

韮
る
る

す
す

一
正
↑
唾
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改正後
● 改正前

改正後 改正前



曲硲の祷例）

牛からみて類似の利用価侭

し，かつ，市長が土地の値

る修正前の価格をいう。 ）

とが固定資産税の課税上著

也に対して裸する固定資産

哩成31隼慶分交ば率成32拝

（同項に規定する修正価轄

0

項中I又は頚33項」 とあるのは｡ l若しくは第33項又は．二附則

第15条の3まで」 とする。

（土地に対して課する乎成30年度から令和2年度までの各年度
画税の特例に関する用語の意義）

gl6条次条及び附則第17条の2第2項の「宅地等」 とは法附則

号に，次条及び附則第17条の2第3項の「前年度分の都市計画

逸額J とは法附則第25条第6項において銃み替えて軍用される

条第6項に，附則第17条の2第1項，第3項及び第4項の「商

は法附則第17条第4号に‘附則第17条の2第3項及び第4項並

18条の「負担水塑』 とは法附則第17条第8号口に，附則第18条

とは法附則第17条第1号に，附則第18条の「前年度分の都市計

標翠額」 とは法附則第26条第2項において読み替えて地用され

18条第6項に，附則第18条の2第1項及び第2項の「市街化区

は法附則第19条の2第1項に規定するところによる｡

（宅地等に対して課する平成30年度から苓和蒼職までの各年
計画税の特例）

､二､z ､

肩17条宅地等に係る平成30年度から令和2隼磨までの各年度分

税の額は，当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が，当

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の媒税標

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標単となるべき

宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規

受ける宅地等であるときは，当該価格に同条に定める率を乗じ

以下同じ。 ）に100分の5を乗じて得た額を加算した額（当骸宅

年度分の固定資産税について法第349条の3(gn項を除くc )
第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等である

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

年度分の都市計画税の課穫標準となるべき額とした場合におけ

鋭額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。 ）を超える場

●

－18－

改正後 改正前
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改正後 改正前

負担水準の区分 負担調整率

).9以上のもの 1.02E

).8以上0.9未満のもの 1．0（

).7以上0.8未満のもの 1．075

).7未満のもの 1.1

負担水進の区分 負担調整率

〕.9以上のもの 1.02E

〕.8以上0‘9未満のもの 1.0ミ

〕､7以上0.8未満のもの 1.072

〕､7未滴のもの 1. 1



で

馬譲渡は，砺定優艮圧宅地等予定地のための霞Ⅲ

なす。

《
便
叱
恥
り

場
等
の

彦
３
ｈ
学
昌

第1項（前事

納税義務者か

条の4まで，
冬鍾27冬〃

狸用する鴇合を含ゼ

する土地等につき，

ら第35条の2まで’

37条の6まで，第3

当骸土地等の嬢渡I・

項に規定する碗定H

の細祝義橋者か，そめ

33条の4まで，第34条

37条，第37条の4から

の適用を受けるときは

地等のための譲渡又は

渡に咳当しないものと
〕q冬名立墓鐘no冬圭一禿

附則略

寺

ﾖ栄の2のZ ：

’ 霊読職峯屈願織琴さ壷E|辱め奏部蕃改正子る法篭
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改正後 改正前

改正後 改正前
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改正後 改正前

前の迩方穫濯縮和溺
》
口

.F 弓 ヴ L . ． ~ . .. ‐

6 二平虚30年:4月型日力’

隼潅麓露2沈号鳥､次項において『旧法lという詞）附
｡

ず葛輸駿又ば鰻織に対

畢皀

課する周定瞥竃巍につい

ら令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧
一
口
一
口
一
三

掴定寺ろ鞘

『､では.な

経過措職

計画税に砿

夕

定再生可能エネルギー発霞設備に対して

お従前の例による。
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保健福祉部企画総務課

議案第67号

専決処分につき承認を求めることについて（盛岡市新型インフルエンザ等対策本部条例の一部を改

正する条例）

1 改正の趣旨

新型コロナウイルス感染症に係る新型インフルエンザ等対策本部の名称に関する特例を設ける

ため，盛岡市新型インフルエンザ等対策本部条例（平成25年条例第21号）に附則を追加し，一部

改正するもの。

＄

2改正の内容

新型コロナウイルス感染症に対応するための対策本部を「新型コロナウイルス感染症対策本部」

と称するもの。

施行期日

公布の日

3

‐

－22－



盛岡市新型インフルエンザ等対策本部条例の一部を改正十る条例新旧対照表

引9日条例第29号
苧讐＝÷蓉隼侭I

啄止、帝祁

盛岡市新型インフルエ

(趣旨）

1条この条例は，新型イ

第31号。以下「法」 という

基づき，盛岡市新型インフ

ザ等対策本部」 という。 ）

（組織）

o生霊霜レイ，ゲラォレ壷､／判

盛岡市新雪

睡旨）

条三の条、

平鄙涜

霧務を
鈩画

I副本部長」とI

部の事務を整理一
聾委鑑スt､の穿堅

、

岸対策本部偶

太郎具の命為

の畢犠に征畢~ﾜ。

4新型インフルエ

要な職員をぼく。

5前項の職員は，

（会議）

宮3条本部長は，

絡調整を円滑に行

会議を招集する。

2本部長は，法第
且‘掘睾迄哉雷jγ､△

薊I士認:易一本再【園‘

己奉や可』涯

各調整を円禍

会議を招集す

本部長は，

孔r冗去か餅『か

p

－23－

改正後 改正前

改正後 改正前

ることができる。

(部）

肩4条本部長は，必要があると認めるときは，新型インフルエンザ等対策

本部に部を置くことができる。

2部に属すべき本部員は，本部長が指名する。

3部に部長を置き，本部長が指名する本部員をもって充てる≦

4部長は，部の事務を掌理する。

(委任）

第5条前3条に定めるもののほか，新型インフルエンザ等対策本部に関し

必要な事項は．本部長が定める。

附則

1 この条例は，
一 三・営三.

法の施行の日から施行する
.？ ﾏ ．
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ることができる。

(部）

需4条本部長は，必要があると認めるときは，新型インフルエンザ等対策

本部に部を岡くことができる。

2部に属すべき本部員は‘本部長が指名する。

3部に部長を置き，本部長が指名する本部員をもって充てる。

4部長は，部の事務を掌理する。

(委任）

菊5条前3条に定めるもののほか，新型インフルエンザ等対策本部に関し

必要な事項は，本部長が定める。

附則

この条例は，法の施行の日から施行する。


